
（
お
知
ら
せ
）

●市県民税（普通徴収） 第１期

第１期●介護保険料
（普通徴収）

（４月１日現在）

（納期限：6月30日㈭）

6月26日㈰  午前9時～午後4時
納税課（市役所2階1番窓口）

日曜納税窓口

 人口 103,150人 （前月比△495）
 男 49,245人 （同△256）
 女 53,905人 （同△239）
 世帯 44,713世帯 （同△41）

 転入 665人 転出 1,109人
 出生 71人 死亡 122人

３ 月中のひとの動き

6 月 の 納 税

お
知
ら
せ

子
育
て
相
談
窓
口

と
き　

月
〜
金
曜
日
午
前
９
時
30

分
〜
午
後
５
時
（
祝
日
除
く
）

と
こ
ろ　

こ
ど
も
子
育
て
相
談
室

（
津
山
す
こ
や
か
・
こ
ど
も
セ

ン
タ
ー
内
）

相
談
内
容　

児
童
虐
待
、
非
行
、

い
じ
め
、
不
登
校
、
障
害
な
ど

※
緊
急
の
場
合
を
除
き
、
予
約
要

問
こ
ど
も
子
育
て
相
談
室
☎
32
‐

７
０
２
７

鶴
山
塾
休
日
相
談
・
延
長
相
談

面
談
や
電
話
で
、
子
ど
も
や
保

護
者
の
悩
み
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き　

休
日
相
談
＝
６
月
４
日
㈯
・

５
日
㈰
午
後
１
時
〜
４
時
、
延

長
相
談
＝
６
月
10
日
㈮
午
後
５

時
15
分
〜
８
時

と
こ
ろ　

津
山
市
教
育
相
談
セ
ン

タ
ー
鶴
山
塾
（
山
下
）

問
鶴
山
塾
☎
22
‐
８
３
２
９

お
酒
の
悩
み
相
談

お
酒
で
悩
む
人
や
そ
の
家
族
か

ら
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

応
談
者　

津
山
断
酒
新
生
会
員

問
津
山
断
酒
新
生
会（
楢
原
さ
ん
）

☎
０
９
０
‐
４
６
５
３
‐
０
３

５
０

「
相
談
」
は
22
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す

合
同
就
職
面
接
会
in
美
作
大
学

と
き　

６
月
５
日
㈰
午
後
１
時
30

分
〜
４
時

と
こ
ろ　

美
作
大
学
（
北
園
町
）

対
象　

平
成
29
年
３
月
に
卒
業
予

定
の
学
生
ま
た
は
一
般
求
職
者

参
加
企
業
数　

40
社

※
予
約
不
要

問
津
山
広
域
事
務
組
合
（
津
山
圏

域
雇
用
労
働
セ
ン
タ
ー
内
：
山

下
）
☎
24
‐
３
６
３
３

第
66
回
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

犯
罪
や
非
行
の
無
い
明
る
い
社

会
を
目
指
し
て
、
啓
発
活
動
を
行

い
ま
す
。

と
き　

６
月
25
日
㈯
午
前
10
時
30

分
〜

と
こ
ろ　

ア
ル
ネ
・
津
山
東
広
場
、

ソ
シ
オ
一
番
街

内
容　

保
育
園
児
に
よ
る
鼓
笛
演

奏
、
啓
発
パ
レ
ー
ド
な
ど

問
生
活
福
祉
課
☎
32
‐
２
０
６
３

平
成
27
年
度
中
山
間
地
域
等
直

接
支
払
制
度
実
施
状
況
の
公
表

公
表
期
間　

６
月
１
日
㈬
〜
30
日

㈭
と
こ
ろ　

農
業
振
興
課
、
各
支
所
・

出
張
所
担
当
課

※
平
成
27
年
度
は
１
２
８
の
集
落

の
取
り
組
み
に
約
２
億
９
８
９

万
円
を
交
付
し
ま
し
た

問
農
業
振
興
課
（
市
役
所
４
階
）

☎
32
‐
２
０
７
９

各
医
療
費
受
給
資
格
の
更
新

ひ
と
り
親
家
庭
や
心
身
障
害
者

の
医
療
費
給
付
を
受
け
て
い
る
人

が
、
７
月
以
降
も
引
き
続
き
給
付

を
受
け
る
た
め
に
は
、
次
の
期
間

に
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

期
間　

６
月
１
日
㈬
〜
14
日
㈫

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

■
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

問
こ
ど
も
課
（
津
山
す
こ
や
か
・

こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
32
‐

２
０
６
５
、
各
支
所
・
出
張
所

担
当
課

■
心
身
障
害
者
医
療
費

問
障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
10

番
窓
口
）
☎
32
‐
２
０
６
７
、

32
‐
２
１
５
３
、
各
支
所
・

出
張
所
担
当
課

「
相
談
」
は
22
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す

ホ
タ
ル
生
息
数
調
査

良
好
な
自
然
環
境
を
育
む
た
め
、

水
が
き
れ
い
な
場
所
に
生
息
す
る

ホ
タ
ル
の
生
息
数
を
調
査
し
て
い

ま
す
。
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

調
査
期
間　

７
月
１
日
㈮
ま
で

調
査
内
容　

ホ
タ
ル
を
確
認
し
た

日
時
・
場
所
・
種
類
・
数
な
ど

報
告
締
め
切
り　

７
月
15
日
㈮

問
低
炭
素
都
市
推
進
室
☎
32
‐
２

０
５
１
、
エ
コ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

津
山（
山
北
）☎
22
‐
７
６
５
６

第
44
回
河
川
清
掃

６
月
は
環
境
月
間
で
す
。
美
し

い
ま
ち
づ
く
り
運
動
の
一
環
と
し

て
河
川
清
掃
を
行
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と
き　

６
月
５
日
㈰
午
前
７
時
〜

９
時

と
こ
ろ　

吉
井
川
（
新
境
橋
〜
新

大
橋
）、
宮
川
（
北
園
町
・
中
国

道
ボ
ッ
ク
ス
〜
新
大
橋
）、
藺い

だ田

川
（
奥
田
中
・
中
国
道
ボ
ッ
ク

ス
〜
新
橋
）

問
環
境
生
活
課
☎
32
‐
２
０
５
５

水
道
週
間

将
来
に
わ
た
っ
て
安
全
な
水
を

安
定
し
て
利
用
す
る
た
め
、
水
道

水
へ
の
関
心
を
深
め
る
週
間
で
す
。

水
を
有
効
に
使
い
ま
し
ょ
う
。

ス
ロ
ー
ガ
ン　

じ
ゃ
口
か
ら　

安

心
と
ど
け　

未
来
ま
で

期
間　

６
月
１
日
㈬
〜
７
日
㈫

問
水
道
局
経
営
企
画
室
☎
32
‐
２

１
０
４

下
水
道
排
水
設
備
指
定

工
事
店
登
録

下
水
道
の
排
水
設
備
工
事
を
行

う
に
は
、
市
の
指
定
が
必
要
で
す
。

要
件　

次
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま

る
こ
と
①
県
内
に
営
業
所
が
あ

る
②
専
属
の
責
任
技
術
者
が
い

る
③
工
事
に
必
要
な
設
備
・
機

材
が
あ
る
④
市
税
な
ど
の
滞
納

が
な
い

申
請
方
法　

下
水
道
課
に
備
え
付

け
の
申
請
書
に
記
入
し
、
必
要

書
類
を
添
え
て
、
直
接
提
出

受
付
期
間　

６
月
１
日
㈬
〜
30
日

㈭
※
必
要
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
下
水
道
課
（
市
役
所
６
階
）

　

☎
32
‐
２
１
０
０

漏
水
調
査

期
間　

６
月
〜
平
成
29
年
３
月

対
象
区
域　

市
内
給
水
地
区
全
域

※
こ
の
調
査
で
料
金
を
請
求
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

調
査
員
は
身
分
証
明
書
を
携
帯

し
て
い
ま
す
。
不
審
な
訪
問
者

に
ご
注
意
く
だ
さ
い

問
水
道
局
水
道
施
設
課
☎
32
‐
２

１
０
８

小
田
中
浄
水
場
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

供
用
開
始
か
ら
50
年
以
上
経
過

し
た
小
田
中
浄
水
場
が
、
今
年
４

月
か
ら
新
た
な
浄
水
施
設
に
移
行

し
ま
し
た
。

浄
水
能
力　

１
日
当
た
り
２
万
２

６
０
０
㎥

総
事
業
費　

23
億
３
千
万
円

問
水
道
局
業
務
課
☎
32
‐
２
１
０

４た
め
池
の
維
持
管
理

梅
雨
や
台
風
の
時
期
に
、
た
め

池
の
増
水
に
よ
る
決
壊
を
防
ぐ
た

め
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
、
十
分

な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
定
期
的
に
巡
回
を
行
う

・
水
位
調
整
を
こ
ま
め
に
行
う

・
池
や
周
り
の
ご
み
を
取
り
除
く

・
水
路
や
堤
体
な
ど
の
草
刈
り
を

行
う　

な
ど

問
農
村
整
備
課
☎
32
‐
２
０
７
７
、

各
支
所
産
業
建
設
課

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

の
簡
易
書
留
郵
便
で
の
送
付

８
月
１
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま

す
。
７
月
下
旬
に
普
通
郵
便
で
送

付
し
ま
す
が
、
希
望
す
る
人
に
は

簡
易
書
留
郵
便
で
送
り
ま
す
。

申
込
方
法　

保
険
年
金
課
ま
た
は

各
支
所
・
出
張
所
担
当
課
に
、

電
話
ま
た
は
直
接
申
し
込
む

締
め
切
り　

６
月
30
日
㈭

問
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
８

番
窓
口
）
☎
32
‐
２
０
７
３
、

各
支
所
・
出
張
所
担
当
課

６
月
は
食
育
月
間

朝
ご
は
ん
や
野
菜
を
食
べ
る
こ

と
の
大
切
さ
や
、
塩
分
を
控
え
て

食
べ
る
コ
ツ
な
ど
を
伝
え
る
ポ
ス

タ
ー
の
掲
示
と
、
レ
シ
ピ
の
配
布

を
行
い
ま
す
。

と
き　

６
月
13
日
㈪
〜
17
日
㈮

と
こ
ろ　

市
役
所
１
階
市
民
ロ
ビ

ー
問
健
康
増
進
課
☎
32
‐
２
０
６
９

選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます
　６月19日以降に公示される国政選挙（衆議院議
員総選挙または参議院議員通常選挙）から、選挙
権年齢が満18歳以上に引き下げられ、満18～19歳
の人が新たに選挙に参加できることになります。
　日本の未来を決める大切な一票を、ぜひ投票し
てください。
※ 詳しくは、総務省ホームページ（http://www.
soumu.go.jp/18senkyo/）をご覧ください
 津山市選挙管理委員会事務局☎32-2143

（
有
料
広
告
）

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

（
有
料
広
告
）

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
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